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福
岡
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
開
発
登
録
簿
閲
覧
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
中
「
交
付
申
請
」
を
「
交
付
請
求
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
開
発
登
録
簿
の

写
し
の
交
付
申
請
書
」
を
「
開
発
登
録
簿
の
写
し
の
交
付
請
求
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
を
削
る
。

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

議
　
　
　
会

　
福
岡
県
議
会
告
示
第
三
号

　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

	

福
岡
県
議
会
議
長　
　

原　

口　

剣　

生　
　

　
　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
議
会
事
務
局
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
十
月
二
十
五
日
福
岡
県
議
会
公
示
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
室
又
は
係
の
設
置
等
）

第
二
条　

福
岡
県
議
会
事
務
局
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
に
、
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
室
又
は
係
を
置
く
。

総　

務　

課

総
務
係　

秘
書
係　

経
理
係

調　

査　

課

政
策
企
画
支
援
室

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
局
の
各
課
に
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
班
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。

　

第
三
条
中
「
各
課
」
の
下
に
「
、
室
」
を
加
え
る
。

　

第
四
条
の
表
課
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
法
務
調
査
監
の
項
を
削
る
。

室　
　
　

長

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
室
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

　

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
役
付
職
員
）

第
五
条　

事
務
局
に
事
務
局
長
の
ほ
か
事
務
局
次
長
を
、
事
務
局
の
各
課
又
は
室
に
課
長
又
は
室
長
（

以
下
「
課
長
等
」
と
い
う
。
）
を
、
総
務
課
に
副
課
長
を
置
く
。

２　

総
務
課
に
課
長
補
佐
を
、
総
務
課
の
各
係
に
係
長
を
置
く
。

３　

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
事
務
局
に
副
理
事
を
、
課
又
は
室

に
企
画
監
、
参
事
、
参
事
補
佐
、
企
画
主
幹
、
企
画
主
査
及
び
事
務
主
査
を
置
く
。

　

第
六
条
第
二
号
中
「
課
長
」
を
「
課
長
等
」
に
改
め
、
「
、
法
務
調
査
監
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号

中
「
課
長
」
を
「
課
長
等
」
に
改
め
、
「
、
法
務
調
査
監
」
を
削
る
。

　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条　

課
長
等
に
お
い
て
専
決
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

所
属
職
員
の
事
務
分
掌
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

所
属
職
員
（
室
長
、
副
課
長
、
企
画
監
及
び
参
事
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
休
暇

、
欠
勤
そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

　

三　

所
属
職
員
の
旅
行
及
び
時
間
外
勤
務
の
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

　

四　

軽
易
な
通
知
、
照
会
、
回
答
、
報
告
、
申
請
、
証
明
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

五　

そ
の
他
軽
易
な
所
掌
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

２　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
課
長
に
あ
っ
て
は
、
職
員
の
諸
手
当
の
認
定
に
関
す
る
事
項

を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
長
（
総
務
課
長
を
除
く
。
）

は
、
あ
ら
か
じ
め
総
務
課
長
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

区　
　
　

分

不
在
代
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

決
裁
権
者
が
不
在
の
と
き

決
裁
権
者
及
び
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
と

も
に
不
在
の
と
き

事
務
局
長
の
決
裁
事
項

事
務
局
次
長

主
務
課
の
課
長

課
長
の
決
裁
事
項

総
務
課
に
あ
っ
て
は
副
課
長
、
そ
の

他
の
課
に
あ
っ
て
は
課
長
が
指
定
す

る
職
員

総
務
課
に
あ
っ
て
は
課
長
補
佐
又
は
課

長
補
佐
が
担
当
し
な
い
事
務
を
所
掌
す

る
係
の
係
長
、
そ
の
他
の
課
に
あ
っ
て

は
課
長
が
指
定
す
る
職
員

室
長
の
決
裁
事
項

室
長
が
指
定
す
る
職
員

副
課
長
の
決
裁
事
項

課
長
補
佐

主
務
課
の
係
長

　

別
表
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

課
名

室
名
又
は
係
名

所
掌
事
務

総務課

総務係

一　

儀
式
及
び
渉
外
に
関
す
る
こ
と
。

二　

議
会
の
国
際
交
流
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
さ
な
い
も
の
に
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総務課

総務係

　

関
す
る
こ
と
。

三　

職
員
の
人
事
、
服
務
及
び
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四　

議
員
の
身
分
、
栄
典
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

五　

元
議
員
の
待
遇
に
関
す
る
こ
と
。

六　

議
員
及
び
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

七　

都
道
府
県
議
会
議
員
共
済
会
に
関
す
る
こ
と
。

八　

議
員
及
び
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

九　

議
会
に
お
い
て
使
用
す
る
庁
舎
及
び
そ
の
用
地
の
維
持
管
理
及
び
運
営

に
関
す
る
こ
と
。

十　

傍
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
議
事
課
及
び
調
査
課
に
係
る
も
の
（
公
印
の

管
守
、
職
員
の
服
務
並
び
に
文
書
の
収
受
、
発
送
、
保
管
及
び
保
存
に

関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

十
三　

各
課
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

他
課
及
び
他
係
の
所
管
に
属
さ
な
い
こ
と
。

秘書係

一　

議
長
及
び
副
議
長
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

二　

議
長
車
及
び
副
議
長
車
の
運
行
に
関
す
る
こ
と
。

三　

議
長
会
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

議
長
及
び
副
議
長
に
係
る
国
際
交
流
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

経理係

一　

予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

二　

議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
こ
と
。

三　

政
務
調
査
費
に
関
す
る
こ
と
。

四　

議
員
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

五　

職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
こ
と
。

六　

地
方
職
員
共
済
組
合
及
び
互
助
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

物
品
の
出
納
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

八　

経
理
に
関
す
る
こ
と
。

九　

議
会
の
情
報
公
開
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

十　

議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

議事課

一　

本
会
議
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

代
表
者
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

議
会
運
営
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

常
任
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

五　

特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
事
務
局
長
が
指
定
す
る
も
の
に

関
す
る
こ
と
。

六　

常
任
委
員
長
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

七　

議
案
に
関
す
る
こ
と
。

八　

請
願
及
び
陳
情
に
関
す
る
こ
と
。

九　

議
決
事
項
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

議事課

十　

議
員
定
数
及
び
選
挙
区
に
関
す
る
こ
と

十
一　

議
会
制
度
の
企
画
・
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

速
記
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

会
議
録
の
編
集
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
並
び
に

文
書
の
収
受
、
発
送
、
保
管
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

調査課

一　

議
案
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

行
政
施
策
、
法
令
等
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
議
員
提
出
条
例
の
制
定

及
び
改
廃
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三　

議
会
図
書
室
に
関
す
る
こ
と
。

四　

特
別
委
員
会
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
さ
な
い
も
の
に
関
す

る
こ
と
。

五　

議
会
に
関
す
る
条
例
、
規
程
等
の
制
定
及
び
改
廃
に
係
る
法
務
に
関
す

る
こ
と
。

六　

議
会
制
度
の
調
査
、
研
究
等
に
関
す
る
こ
と
。

七　

議
会
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

八　

議
会
の
情
報
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

九　

議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十　

国
及
び
市
町
村
の
行
政
情
報
の
収
集
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

そ
の
他
各
種
資
料
及
び
情
報
の
収
集
並
び
に
諸
調
査
に
関
す
る
こ
と

。

十
二　

議
会
史
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

議
長
会
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
さ
な
い
も
の
に
関
す
る

こ
と
。

十
四　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
並
び
に

文
書
の
収
受
、
発
送
、
保
管
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。
（
政
策
企
画

支
援
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

政策企画支援室

一　

議
員
提
出
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
係
る
企
画
支
援
及
び
連
絡
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

二　

議
員
提
出
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
係
る
行
政
施
策
、
法
令
等
の
調
査

に
関
す
る
こ
と
。

三　

議
会
の
政
策
提
言
等
に
係
る
企
画
支
援
及
び
連
絡
調
整
に
係
る
こ
と
。

四　

意
見
書
及
び
決
議
に
関
す
る
こ
と
。

五　

意
見
書
等
調
整
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

六　

議
案
審
査
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
さ
な

い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

七　

議
会
改
革
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八　

専
門
的
知
見
に
関
す
る
こ
と
。

九　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
並
び
に
文

書
の
収
受
、
発
送
、
保
管
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
議
会
告
示
第
四
号

　

福
岡
県
議
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

	

福
岡
県
議
会
議
長　
　

原　

口　

剣　

生　
　

　
　
　

福
岡
県
議
会
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
議
会
公
印
規
程
（
平
成
九
年
六
月
福
岡
県
議
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
福
岡
県
議
会
事
務
局
調
査
課
長
印
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
岡
県
議
会
事
務
局
政
策
企
画
支
援
室
長
印

〃

〃

〃

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

	
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

一　

病
院
（
小
倉
南
区
）
の
項
中

「
九
州
労
災
病
院

　

〃　

〃　
　

葛
原
高
松
一
丁
目
三
番
一
号

」
を

「
九
州
労
災
病
院

　

〃　

〃　
　

曽
根
北
町
一—

一

」
に
改
め
、

　

飯
塚
市
の
項
中

「
福
岡
県
済
生
会
福
岡
第
二
病
院

　

〃　

太
郎
丸
二
六
五

」
を

「
福
岡
県
済
生
会
飯
塚
嘉
穂
病
院

　

〃　

太
郎
丸
二
六
五

」
に
改
め
、

　

宗
像
市
の
項
中

「
宗
像
医
師
会
病
院

　

〃　

田
熊
一
二
○
一—

一

」
を

「
宗
像
医
師
会
病
院

　

〃　

田
熊
五—

五—

三

」
に
、

「
宗
像
医
師
会
介
護
老
人
保
健
施
設
よ
つ

づ
か

　

〃　

田
熊
一
二
一
八—

一

」
を

「
宗
像
医
師
会
介
護
老
人
保
健
施
設
よ
つ

づ
か

　

〃　

田
熊
五—

五—

六

」
に
改
め
、

　

み
や
ま
市
の
項
中

「
医
療
法
人
幸
明
会
新
船
小
屋
病
院

み
や
ま
市
瀬
高
町
長
田
一
六
○
四

」
を

「
新
船
小
屋
病
院

み
や
ま
市
瀬
高
町
長
田
一
六
○
四

」
に
改
め
、

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「
社
会
福
祉
法
人
久
寿
福
祉
会
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
あ
か
ま

　

〃　

田
久
五
○
五—

一

」
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
か
ま

　

〃　

田
久
三—

一
一—

一

」
に
、

「
社
会
福
祉
法
人
同
朋
会
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
同
行
園

糟
屋
郡
宇
美
町
大
字
宇
美
字
吉
ノ
浦
一
九
四
六

」
を

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
同
行
園

糟
屋
郡
宇
美
町
障
子
岳
南
二—

一
四—

二
五

」
に
改
め
、

　

三　

身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
項
中

「
身
体
障
害
者
療
護
施
設
サ
ン
ハ
ウ
ス
希

望
の
苑

　

〃　

〃　

大
字
羽
根
戸
字
三
反
間
五
一
五
番
地

の
三

」
を
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「
障
が
い
者
支
援
施
設
サ
ン
ハ
ウ
ス

　

〃　

〃　

大
字
羽
根
戸
字
三
反
間
五
一
五—

三

」
に
、

「
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設
宰
府
園

太
宰
府
市
大
字
大
佐
野
七
六
一
の
一

」
を

「
障
害
者
支
援
施
設
宰
府
園

太
宰
府
市
大
字
大
佐
野
七
六
一—

一

」
に
、

「
身
体
障
害
者
療
養
施
設
慈
久
園

み
や
ま
市
瀬
高
町
松
田
四
四
一

」
を

「
障
が
い
者
支
援
施
設
慈
久
園

み
や
ま
市
瀬
高
町
文
廣
二
○
四
九

」
に

　

改
め
る
。

　
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

　

長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病
院
等
の
指
定
（
昭
和
四
十
五
年
八
月
福
岡
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

	

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　

二　

老
人
ホ
ー
ム
の
項
中

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
さ
わ
や
か
直
方
館

　

〃　

大
字
山
部
四
四
二—

一

」
を

「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
さ
わ
や
か
直
方
館

　

〃　

大
字
山
部
四
四
二—

一

」
に

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
丹
頂
園

　

〃　

大
字
上
頓
野
字
西
ノ
宮
二
一
三
五

　

改
め
る
。


